
  資料１ 

 入間市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例 改正要旨 

 

１ 改正の経緯 

地方自治法の一部改正により、本条例で引用する条文の前に新たな条項が追加された（令和

５年５月８日公布、令和６年４月 1日施行）ことに伴い、条ずれが生じたため、本条例を改

正することとなった。 

 

２ 改正の内容 

「第２４３条の２の２第８項」の記載を「第２４３条の２の８第８項」に改正する。なお、 

内容について変更は生じない。 

 

３ 施行日   

令和６年４月 1日 


